
○紀の川市公民館条例施行規則 

平成１７年１１月７日 

教育委員会規則第２３号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、紀の川市公民館条例（平成１７年紀の川市条例第９７号。以下「公

民館条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（公民館の事業） 

第２条 紀の川市公民館（以下「公民館」という。）は、住民に対し、社会教育法（昭

和２４年法律第２０７号）第２２条に規定する事業を行う。 

（開館時間） 

第３条 公民館の開館時間は、原則として午前９時から午後５時までとする。ただし、

午後５時以降で利用がある場合は、午後１０時まで開館できるものとする。なお、教

育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 

（休館日） 

第４条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場

合は、これを変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。 

（１） 毎週月曜日 

（２） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

（３） １２月２９日から翌年の１月３日まで 

２ 臨時に休館するときは、教育委員会は、適宜な方法により、これを公示しなければ

ならない。 

（利用期間） 

第５条 施設を引き続き利用できる期間は、３日間とする。ただし、教育委員会が特に

必要があると認めるときは、この限りでない。 

（利用申請及び許可） 

第６条 公民館及び附属設備を利用しようとする者は、あらかじめ、紀の川市公民館利

用申請書（様式第１号）を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。 

２ 前項の申請書は、利用しようとする日の属する月の初日前３箇月から３日前までに

提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときには、

この限りでない。 

３ 教育委員会は、前項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認め、

使用料の納付を確認したときは、紀の川市公民館利用許可書（様式第２号。以下「利

用許可書」という。）を当該申請者に交付するものとする。ただし、教育委員会が特

に必要があると認めるときには、この限りでない。 

（利用許可の順位） 

第７条 利用許可は、申請の順序とする。ただし、同時に申込みがあるときには、協議



又は抽選により決定する。 

（利用の変更及び取消し） 

第８条 利用者が利用を取り消し、利用時間、日時、利用施設及びその他利用の目的等

の変更をしようとするときは、直ちに紀の川市公民館施設利用許可変更（取消）申請

書（様式第３号）に利用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の規定により提出された申請書を審査して、支障がないと認め

たときは、紀の川市公民館施設利用許可変更（取消）許可書（様式第４号）を当該申

請者に交付するものとする。 

（使用料の減免） 

第９条 条例第１０条第３項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、

紀の川市公民館使用料減免申請書（様式第５号）を教育委員会に提出しなければなら

ない。 

２ 使用料の減免は、次に定めるところによる。 

（１） 紀の川市の主催又は共催する行事に利用する場合 

（２） 教育委員会の主催又は共催する行事に利用する場合 

（３） 紀の川市の条例及び規則に規定する委員会等が主催する行事に利用する場合 

（４） 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた場合 

（使用料の還付） 

第１０条 利用者が、その責任によらない理由で利用の取消し、又は変更となった場合

で、既納使用料に過納金を生じたときは、これを還付するものとする。 

２ 条例第１１条及び前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、紀の川市

公民館施設使用料還付申請書（様式第６号）に、条例第１１条の場合は、原則として

利用許可書及び使用料領収書を、前項の場合は、紀の川市公民館施設利用許可変更（取

消）許可書、利用許可証及び使用料領収書をそれぞれ添えて教育委員会に申請しなけ

ればならない。 

３ 教育委員会は、前項による申請を決定したときに、紀の川市公民館施設使用料還付

決定通知書（様式第７号）を申請者に交付するものとする。 

（利用者及び入場者の遵守事項） 

第１１条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

（１） 利用施設の定員を超えて入場させないこと。 

（２） 許可された以外の施設及び設備器具を利用しないこと。 

（３） 許可なしに設備器具を施設外に持ち出さないこと。 

（４） 許可なしに火気を使用しないこと。 

（５） 許可なしに建物等に貼紙をし、又は釘類を打ち込まないこと。 

（６） 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。 

（７） 定められた場所以外で喫煙しないこと。 



（８） 公民館施設内において、許可なく飲食しないこと。 

（９） 騒音、怒声を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしない

こと。 

（１０） 所定の場所以外に出入りしないこと。 

（１１） 公民館施設及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその理由

を具して届け出なければならない。 

（１２） 条例第１３条第５項の規定に基づき、施設等を原状に回復したときは、速

やかに教育委員会に届け出て、その点検を受けなければならない。 

（１３） 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。 

（禁止事項） 

第１２条 利用者は、専ら営利を目的とし事業を行ってはならない。 

２ 利用者は、特定の営利事業に公民館の名称を利用し、その他営利事業を援助しては

ならない。 

３ 利用者は、特定の政党及び候補者の利害に関する事業を行ってはならない。 

４ 利用者は、特定の宗教、教派、宗派又は教団を支援する事業を行ってはならない。 

（公民館運営審議会） 

第１３条 条例第１７条第１項に規定する紀の川市公民館運営審議会（以下「審議会」

という。）の委員長は、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 審議会に、副委員長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

５ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

６ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

７ 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の意見又は説明を聴くため、

その者に会議への出席又は文書等の提出を求めることができる。 

８ 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定め

る。 

（委任） 

第１４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年１１月７日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の打田町公民館管理規則（昭和４４年打

田町教育委員会規則第１５号）、打田町公民館使用規則（昭和４４年打田町教育委員



会規則第１６号）、粉河町公民館使用規則（昭和５５年粉河町教育委員会規則第２号）、

那賀町公民館管理規則（平成１２年那賀町教育委員会規則第４号）、那賀町公民館使

用規則（平成１２年那賀町教育委員会規則第３号）、桃山町公民館規則（昭和３４年

桃山町教育委員会規則第１号）、桃山町公民館運営審議会規則（平成１２年桃山町教

育委員会規則第４号）又は貴志川町立公民館の設置及び管理等に関する条例施行規則

（平成６年貴志川町教育委員会規則第２号）の規定によりなされた手続その他の行為

は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成２３年２月１日教育委員会規則第２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに改正前の紀の川市公民館条例施行規則の規定によ

りなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手

続その他の行為とみなす。 

附 則（平成２６年８月２８日教育委員会規則第２５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月２２日教育委員会規則第１７号） 

この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

附 則（平成３０年１月２９日教育委員会規則第８号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

（紀の川市公民館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

２ この規則の施行の際、改正前の紀の川市公民館条例施行規則の様式による用紙で、

現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。 

附 則（令和３年５月２７日教育委員会規則第５号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（紀の川市公民館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

２ この規則の施行の際、第１条による改正前の紀の川市公民館条例施行規則の様式に

よる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第８条関係） 

様式第４号（第８条関係） 

様式第５号（第９条関係） 

様式第６号（第１０条関係） 

様式第７号（第１０条関係） 

 


